
１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構原子力科学研究所ＴＣＡ（軽水臨界

実験装置）に係る定期事業者検査（終了報告）についての面談 

 

２．日時：令和３年３月５日（金） １０時００分～１０時１５分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（ＴＶ会議システムを利用） 

 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 専門検査部門 

大東首席原子力専門検査官、松本主任原子力専門検査官、清水検査技術専門職、 

千葉管理官補佐 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所臨界ホット試験技術部臨界技術第２課長 他３名 

安全・核セキュリティ総括部安全・核セキュリティ推進室主査 

 

５．要旨 

〇国立研究開発法人日本原子力研究開発機構から、軽水臨界実験装置（以下「ＴＣ

Ａ」という。）の定期事業者検査報告書（終了報告）について、資料に基づき説明

があった。 

・ＴＣＡの定期事業者検査は令和３年２月５日に終了した。 

・今回の定期事業者検査において、所見及び処置すべき事項はなかった。 

・ＴＣＡは現在廃止措置計画認可及び保安規定の変更に関し申請済みである。 

 

〇原子力規制庁から、説明について承知した旨を回答した。 

 

６．その他 

資料：原子力科学研究所のＴＣＡ（軽水臨界実験装置）施設の定期事業者検査の終了

報告について 

 

以 上 


